
確定申告相談会は完全予約制となります

個人事業者を対象として「令和７年分の決算書及び確定申告書」作成相談会を下記の通り開催いたしま

す。事前予約制とさせていただきます。当日の受付はできませんので、ご注意下さいますようお願い致

します。

※確定申告相談会のご相談は、原則１者１時間としております。そのため、必ず月別集計
表等の準備をお願い致します。月別集計表等が作成されていない場合は対応ができません。
指導員の指定も出来ませんのでご了承願います。書類や情報が不足しているなど１時間で
ご対応が難しい場合は最終日を除き、もう１日予約を取っていただく場合もございます。

主催：大和商工会議所

令和７年度会員限定
確定申告相談会

■開催日時（会場：大和商工会議所）

■対応出来る内容
事業所得、不動産所得、給与所得（青色専従者のみ）

■その他
※①申告指導は時間がかかる場合もございます。②ご予約はお早めにお取り頂きますよう宜しくお願い致

します。③確定申告指導会では、年末調整（源泉徴収）は行いません。年末調整は年末調整相談会にお

越しいただくか、年末調整相談会にお越しになれない方はご自身で税務署にご相談いただき、お手続き

いただきますようお願いします。

※電子申告については、個人情報の保護（ID、パスワード、決算情報漏洩）等の観点から、大和税務署、

若しくは個人で行って頂きますよう宜しくお願い致します。

■注意事項
・裏面を必ずご確認の上、お申し込みください。

・会費未納の方は会費を完納いただいてから受付となります。

・駐車スペースに限りがございます。ご来所の際は、公共交通機関をご利用願います。

＜申込方法や当日必要書類は裏面をご確認ください。＞

開 催 日 時 間 申込期限

1回目 令和8年2月16日(月) 10時～16時 2月12日(木)

2回目 令和8年3月11日(水) 10時～16時

3月6日(金)3回目 令和8年3月12日(木) 10時～16時

4回目 令和8年3月13日(金) 10時～16時

※原則１社１時間。
１２時～１３時は会場準備の為、
閉鎖。



■ご用意頂くもの

【共通】

1．各種帳簿、月別集計表（貸借対照表作成準備表）

2．令和６年分決算書、確定申告書（控え）

3．棚卸し表（令和７年１２月３１日現在のもの）

4．各種控除証明書（国民年金（基金含）、生命保険、損害保険、地震保険、小規模企業共済掛金等）

5．社会保険料（国民健康保険等）の支払金額のわかるもの

6.  本人名義の銀行預金通帳

7．筆記用具・計算機等

8．マイナンバーの記載があるもの（通知カード、マイナンバーカード等)

9 ． ２０２５年に受けた「給付金」「補助金」等の情報（通知書や振り込まれた通帳等）

※交付を受けている会員の皆様は、雑収入(課税所得）となる可能性があるため、振り込み金額が分か

るもの（通知書・通帳等）をお持ち頂き、月別集計表に記載の上、担当にお伝え下さい。

【消費税申告がある方】

11．令和５年分決算書控え

≪令和６年１２月３１日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出された方≫

12．簡易課税制度選択届出書の控え

※そのほかに必要な書類がある場合にはご連絡させていただく可能性がございます。

主催 : 株式会社アスクルビジネスセミナー

(申込FAX)０４６－２６４－０３９１   (申込メール)ymtkeiei@yamatocci.or.jp

お申込み頂いた情報は、当所の事業のご案内など、当所の事業活動のためにのみ活用させていただきます。

大和商工会議所経営支援チーム行き

FAXもしくはメールでお申し込みを受け付けます。相談日の決定については、FAXもしくはメールでご連絡
致しますので、相談当日に返信文書をご持参下さい。

申込書

問い合わせ：
大和商工会議所 経営支援チーム ０４６－２６３－９１１２

WEB申込
はこちら
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